
料金を改定する使用料（令和6年4月1日施行予定） （円）

施設名 時間帯 変更前 変更後 備考 担当課

200 300

100 150

9時～12時 330 440

12時～17時 440 550

17時～21時 660 770

9時～17時 880 990

12時～21時 1,100 1,210

9時～21時 1,540 1,650

9時～12時 440 660

12時～17時 550 770

17時～21時 770 990

9時～17時 1,100 1,320

12時～21時 1,320 1,540

9時～21時 1,870 2,090

全日 2,200 2,420

午前 1,100 1,320

午後 1,650 1,760

2時間以内 550 660

スコアボード 440 660 1試合あたりの料金

夜間照明 2,200 3,300 1時間あたりの料金

全面 2,000 3,000

片面 1,000 1,500

大人 延長料金 30 60 2時間を超えるごとに加算

大人 440 450 2時間まで

午前 22,000 26,400

午後 33,000 39,600

夜間 44,000 52,800

全日 88,000 105,600

午前 44,000 52,800

午後 66,000 79,200

夜間 88,000 105,600

全日 176,000 211,200

午前 22,000 26,400

午後 33,000 39,600

夜間 44,000 52,800

全日 88,000 105,600

午前 44,000 52,800

午後 66,000 79,200

夜間 88,000 105,600

全日 176,000 211,200

午前 110 150

午後 110 150

夜間 110 150

（回数利用・11枚綴） 1,100 1,500

午前 110 150

午後 110 150

夜間 110 150

（回数利用・11枚綴） 1,100 1,500 1か月あたりの料金

午前 16,500 19,800

午後 27,500 33,000

夜間 33,000 39,600

全日 66,000 79,200

午前 33,000 39,600

午後 55,000 66,000

夜間 66,000 79,200

全日 143,000 171,600

午前 16,500 19,800

午後 27,500 33,000

夜間 33,000 39,600

全日 66,000 79,200

午前 33,000 39,600

午後 55,000 66,000

夜間 66,000 79,200

全日 143,000 171,600

午前 110 150

午後 110 150

夜間 110 150

（回数利用・11枚綴） 1,100 1,500

午前 110 150

午後 110 150

夜間 110 150

（回数利用・11枚綴） 1,100 1,500 1か月あたりの料金

午前 110 150

午後 110 150

夜間 110 150

（回数利用・11枚綴） 1,100 1,500

午前 500 750

午後 800 1,200

夜間 1,000 1,500

午前 1,000 1,500

午後 1,500 2,250

夜間 2,000 3,000

午前 500 750

午後 800 1,200

夜間 1,000 1,500

午前 500 750

午後 800 1,200

夜間 1,000 1,500

　　　（別子山分館） 300 400 1時間あたりの料金

午前 1,100 1,430

午後 1,650 2,150

夜間 2,200 2,860

全日 4,950 6,440

午前 2,200 3,300

午後 3,300 4,950

夜間 4,400 6,600

全日 9,900 14,850

午前 1,100 1,430

午後 1,650 2,150

夜間 2,200 2,860

全日 4,950 6,440

18ℓにつき 220 253

18ℓに満たない場合 110 126
し尿汲取手数料 市が収集及び運搬をするとき

社会教育課

65-1300

ｽﾎﾟｰﾂ振興課

65-1303

地域福祉課

65-1237

男女参画・市民相談課

65-1233

廃棄物対策課

65-1252

小会議室

女性総合センター

第2講習室（OA実習室） 団体料金

多目的ホール

研修室（視聴覚室）

総合福祉センター

　　　　　（本館）

研修室3

トレーニング室

　　　　（普通利用） 高校生・一般

教養娯楽室

研修室1

研修室2

多喜浜体育館
個人利用（普通利用）

高校生・一般 部分使用の場合

競技場（ｽﾎﾟｰﾂ以外）

入場料を徴収しない

入場料を徴収する

個人利用（普通利用）
高校生・一般 部分使用の場合

山根総合体育館

競技場

（ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外）

入場料を徴収しない

全面使用の場合

入場料を徴収する

山根公園屋内プール

市民体育館

競技場

（ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ以外）

入場料を徴収しない

全面使用の場合

入場料を徴収する

競技場（ｽﾎﾟｰﾂ以外）

入場料を徴収しない

入場料を徴収する

個人利用（普通利用）
高校生・一般 部分使用の場合

トレーニング室

　　　　（普通利用） 高校生・一般

東雲市民プール

文化振興会館

第4会議室

調理実習室

市営野球場

練習・一般

山根グラウンド 照明設備使用料

区分

学校施設
体育館

照明設備使用料（学校開放）
武道場


